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【開催日】 平成３１年３月４日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後０時４０分～午後０時５５分 

【出席委員】 

委 員 長 大 井 淳一朗 副 委 員 長 笹 木 慶 之 

委 員 奥   良 秀 委 員 河 﨑 平 男 

委 員 河 野 朋 子 委 員 髙 松 秀 樹 
 

【欠席委員】 

 なし 

【委員外出席議員等】 

議     長 小 野   泰 副  議  長 矢 田 松 夫 
 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村    聡 議会事務局次長 石 田   隆 

議事係長 中 村 潤之介   
 

【付議事項】 

１ 一般質問について 

 

午後０時４０分 開会 

 

大井淳一朗委員長 皆様、お疲れ様です。急きょ議会運営委員会を開会するこ

とといたしました。題目は、先ほどの一般質問の中で卸売市場の条例う

んぬんの中でありましたが、先日、森山議員のときに議事整理権を発動

されて質問を止められたのに対し、今回山田議員に対しては制止しなか

った、質問を止めなかったということで、一部議員からそれはおかしい

のではないかといった声が挙がりました。この取扱いについて、まず議

長の議事整理権の問題ですので、議長のほうからその真意をお伺いした

いと思います。 

 

小野泰議長 森山議員の質問に対しては、地方卸売市場の正常化と市の関わり
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についてという質問の中で条例に入ってきまして、他市の条例をずっと

出されて細かいところまで入られたということで、これは委員会で審議

するようになりますので、委員会で十分に審議していただきたいという

ことで、そういうことにならないようにという意味で制止させていただ

きました。山田議員につきましては、最初の部分の青果市場については、

条例について中身まで入られずに外の骨格の中でしたので、詳細部に入

られなかったので、詳細部に入られればすぐ制止しようという思いがあ

りましたので、そういうちょっと違いでしなかったということです。た

だ、一番いけなかったのは、河﨑議員の発言に対してすぐ止めなかった

ことは一番いけなかったかなというふうに思っています。 

 

大井淳一朗委員長 それでは、事務局のほうで参考までに考え方を。 

 

中村議会事務局長 若干補足させていただきます。森山議員については、議長

もそのとき言ったのが、委員会中心主義をやっているよと、本市は。で

すから委員会中心主義であるので、委員会軽視にならんように気を付け

てくださいというそういった制止だったというふうに思っております。

山田議員につきましては、やはり大きな話というか条例第何条の、今回

の条例の議案の内容には入っていませんでしたので、それは制止する必

要はないという考え方は持っております。それから加えて言わせていた

だきますと、次に中岡議員がまた同じく市場の話をされます。当初、通

告書には条例の話が入っておったんですが、中岡議員は産業建設常任委

員でございます。ですから当然委員会で十分審査ができるわけですから、

一般質問の場で中岡議員が産業建設常任委員の立場で条例の内容につい

て言われるのはいかがなものでしょうかということで、事前にちょっと

通告書の内容を調整させていただいたという経緯がございます。ですか

ら、事務局としての考え方は、その委員会、その議案そのものに入って

くるような内容は、やはり一般質問にはなじまないのではないかと思っ

ております。あと、旧小野田市の時代は、担当委員会のことは一般質問

をしないというような時代もありました。ただ、それはどうかなと個人
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的には思っております。やっぱり自由かっ達な議論をしていただきたい

んですが、委員会付託されたものについては、委員会軽視にならないよ

うに御配慮をいただきたいというふうに思います。それからもう一点、

今回、山田議員の中で議長が一つ注意したのが、市場、要は会社ですよ

ね。小野田中央青果の運営面に関して質問が何点かあったと思います。

基本的には、一般質問というのは市の一般事務について議長の許可を得

て質問することができるということになっていますので、質問内容が市

の事務がどうかというところで議長が判断されるようになると思います

が、議長の許可を受けてというのがありますので、通告書の内容は議長

も目を通してこれでいいよというところで許可しておりますので、再質

問の中でどこまで入っていくかというのが分かりませんけれど、どこま

でやるのかというところは、今から市場の関係についてはいろいろ議論

があるところだと思いますので、どこまで議会として一般質問の場なり

委員会の場で議論ができるのか、もう一度事務局のほうでも整理いたし

ますし、ちょっと議運なり議会なりのほうでも整理していただきたいな

というふうに思っております。以上、よろしくお願いいたします。 

 

大井淳一朗委員長 ただいま、議長並びに事務局から説明なり報告をしていた

だきましたが、皆さんのほうで確認したいこととか聞いておきたいこと

とかありますか。 

 

河﨑平男委員 今回の一般質問の中で、やっぱり卸売市場の条例改正案につい

てのことの一般質問、ついては改正案は委員会付託されております。そ

ういった中で関連質問については、やはり一般質問といえども余りよろ

しくないじゃないかというふうには考えます。 

 

河野朋子委員 今のことですけれど、これまでの一般質問と委員会審査の関係

というのをずっと省みてみますと、ここ最近は委員会があって後で一般

質問という日程でやっていましたけれど、以前は一般質問があって委員

会というのもあり、何でそういうふうな順番が良いかというのを私も何
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回も主張してきたんですけれど、一般質問である程度問題提起というか

委員会以外の人がこの部分はどうなのかというようなことを、問題を投

げ掛けると、委員会の審査が深まったり幅が広がったりするということ

もあるので、是非一般質問を先にしてほしいとずっと言ってきたんです

けれど、それは事務局側のいろんなこともあったりしてできてはいない

んですけれど。本来そもそも一般質問というのはそうあるべきだと思う

ので、それを考えたときに本当にどこまで踏み込むかというのはすごく

難しいし、全くその件に関して触れてはいけないということになると、

余りにも委員会に閉鎖的になってしまうし、委員会を軽視とかいうこと

じゃなくて議論の深みを増したり広がりを持たせたりするためにも、私

は一般質問の中で取り上げること自体を、ここで制限してしまうことに

対しては疑問があるということ。また、これまでも様々な議案が出され

るときに、同じ議会のときに一般質問を先にしてその後に委員会という

ことは数々あったので、この市場に限ってそれをなんか余りにも制限す

ることについては、すごく、むしろ危機感があります。質問の仕方とか

取り上げ方をちょっと配慮してほしいということについては十分理解が

できるんですけれど、そもそもそのことを取り上げてはいけないという

ことにしてしまうと、何のために本当に議会全体で考えて最後に採決す

るのであれば、委員会でと全部閉鎖的にしてしまうことに対しては、す

ごく異議があるので、その辺りちょっと投げ掛けますけれど、皆さんど

うでしょうか。 

 

髙松秀樹委員 今回見ておって問題点は恐らく三つでしょう。一つは議長のい

わゆる采配の問題。これは河﨑議員が言われたように公平性が担保され

ていないじゃないかという問題。それと、今条例について後日委員会で

あることを一般質問で取り上げるのはいかがなものかということ。もう

一つは、中央青果株式会社に対しての質問はいかがなものかと三つあっ

て、恐らく時間はあと５分くらいしかないんですけれど、河﨑議員が言

うた部分から行きましょうか。河野委員も言われましたけれど、私たち

の一般質問は市の事務全般にわたって一般質問ができます。つまり、条
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例であろうと何であろうと委員会審査であろうと、これ、できるんです

よ。ただ、やっぱり議員というのは言われるように、ある程度配慮して

一般質問を繰り広げていくと。中岡議員の一般質問を今事務局のほうで

事前にという話だったんですけれど、悪く言えばこれは検閲なんですけ

れど、検閲じゃなく恐らく協議をされて中岡議員がそうですかという、

いわゆる配慮をされたというふうに理解しておりますので、僕は一般質

問の席で、例えば次に委員会でやる条例案があってそれを一般質問する

のは全く関係ない話だと。これは議員側が考える話だというふうに理解

しています。議長の公平性の担保の問題も、これは河﨑議員がおっしゃ

るとおりで同じような取扱いが必要だったということ。もう一つ、中央

青果の件は、表面的に見ると市の事務じゃないという見方もありますが、

卸売の市場条例の第６２条と地方自治法施行令第１５２条、これは市長

に調査権を持たせていると。ということは、我々は市長に対して質問で

きるということで、権限外ではないというふうな理解をしておりますが、

それはやっぱり議会の中でしっかり議論してどこまでできるのかという

のは、条例を基に、していく必要があるというふうに思います。 

 

河野朋子委員 議長の采配というのもあるんですけれど、議員としてもやはり、

こう不規則発言を、やっぱり河﨑議員のあれだけの長い時間の不規則発

言というのは、私は、今まで経験が長い河﨑議員ですから、その辺りも

ある程度分かっていらっしゃると思いますが、あれだけ長い時間議会の

中でああいう状態を続けたということに対しては、議長はもちろんです

けれど、発言する議員側もやっぱりいま一度考えを改めていただきたい

ということを言いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

髙松秀樹委員 その部分はちょっと異論があって、河﨑議員のは不規則発言だ

ったんです。いわゆるやじなんです。ヤジですけれど、ある部分、本会

議運営を活性化させた部分があったというふうに思っておって、好まし

くないというふうには思いますが、なるほどというようなことも見受け

られて、良かったとは言いませんけれど、まぁ悪くはなかったというふ
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うに思います。 

 

大井淳一朗委員長 不規則発言が時にして議事運営にちょっと誤り等、方向を

促すものもあるので、これは良い悪いというのは一概に言えないんです

けれど、その辺は議員同士で気を付けていただきたいということがあり

ます。それから確認ですけれど、河﨑議員、特に委員会付託された議案

について一般質問しちゃいけないという意味ではない、ただ細かくなっ

てはいけないということですよね。(「はい」と呼ぶ者あり)ですので、

委員会付託された議案について一般質問はすることができるけれども、

議員はそれぞれ配慮しながら委員会を軽視することがないようにしてい

ただきたいという意味で、議会運営委員会の中では統一していきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)その旨、会

派の皆さんに伝えてください。無所属議員には私から伝えたいと思いま

す。 

 

笹木慶之副委員長 今の一番の問題は配慮の問題なんですよね。だから、やっ

ぱりそれぞれの立場でその案件についての立ち位置があるので、配慮し

ながらやっぱり質問するということが大事だと思います。これ、議長に

ひとつお願いですが、関連事案があるようなところについては、こうこ

うこういうことがあるので御配慮いただけませんかというようなアドバ

イスは、あって結構だと思うんです。やっぱり、それは状況に応じての

いわゆる制止するということ以前の問題としてのやり取りは少しあって

もしかりじゃないかなというふうに思います。あくまで意見として申し

上げておきます。 

 

奥良秀委員 私のほうも、今回こういうふうにちょっといろいろあったことは、

やはり議長の采配が一番だったのかなと。だから、あの場ですぐ、何か

しらの工作を取っておれば、ここまでならなかったと思いますので、私

も１回止められたことがありますので、その辺はよく、議案と一般質問

の通告者がどういうふうなものをされているのかをよく見ていただいて、
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また一般質問をしている間の中でも、議場が、こう雰囲気を見てやっぱ

り議事整理権をきちんと使っていただきたいなと。これは要望としてお

願いします。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)それ

では、以上をもちまして、議会運営委員会を閉じます。お疲れ様でした。 

 

 

 

平成３１年（２０１９年）３月４日 

 

               議会運営委員長  大 井 淳一朗   

午後０時５５分 散会 


